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大野城市DX推進計画
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計画策定の趣旨

• 前計画「大野城市DX推進計画」（令和4年8月策定）の計画期間は、令和7
年度末までとなっています。令和8年度以降も、本市のデジタル化を着実
に進めるため、最新のデジタル技術や国の動向、社会情勢の変化をふまえ
て計画を改定します。

• 国が重要視する「自治体フロントヤード※改革」に対応します。行政手続き
のオンライン化だけでなく、住民との接点（フロントヤード）の多様化・充実
化を図り、市民の負担軽減や利便性向上を実現します。

• 新たなデジタル技術にも柔軟に対応
できる計画とすることで、行政事務の
効率化・市職員の働き方改革を実現

     します。

はじめに

近年、デジタル技術が急速に進化する中で、業務の効率化や業務の質の向
上に向けたDX※の推進は、これまで以上に重要な課題となっています。効率
的な業務遂行を実現するためには、組織全体でDXを積極的に推進し、各部署
が連携して取り組む体制の構築が不可欠です。

本計画では、デジタル推進課を中心とした協力体制のもと、全庁的に取組を
行っていくことで効果的なDX推進を目指します。これにより、時代の変化に
素早く対応し、組織全体でデジタル技術を活用できる基盤を築いていくとと
もに、より効率的で持続可能な業務体制の構築を進めていきます。
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計画の位置づけ

本計画は第６次大野城市総合計画※後期基本計画の下位計画として位置づ
けるものとし、本計画に基づき組織全体のDXを推進することで、総合計画中
の「自治体経営方針 方針７ 自治体DXの推進」の達成を目指します。

また、本計画の名称は「大野城市DX推進計画ー第２期ー」とし、前計画に引
き続き全庁的なDXの推進を図ることを明示します。

加えて、関連する個別計画との整合性を図りながら、組織全体で連携し全庁
的にDXを推進する意識の醸成を進めていきます。

総合計画
（基本計画）

本計画

個別計画

整合

国・県の動向
社会情勢の変化

前計画

•

シ
ン
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ュ
ニ
テ
ィ
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•

学
校
教
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化
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進
計
画

•

広
報
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…

整合
DX推進
の継続

組織全体で連携
反映

計画の位置づけ（イメージ）

自治体経営方針
方針７ 自治体DXの推進
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第６次総合計画 基本構想
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計画期間

本計画の計画期間は、令和８年度を初年度とし、令和12年度
までの５年計画とします。

DXの推進にあたっては、国の動向や社会情勢の変化、新た
なデジタル技術の台頭、総合計画・各個別計画の内容をふまえ
た柔軟な対応を行う必要があります。そのため、計画期間中で
あっても、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。

改定

第７次
総合計画

前期基本計画 後期基本計画

DX推進計画（前計画）

DX推進計画ー第２期ー（本計画）



社会のデジタル化に関する動向

• 日本ではデジタル人材が不足しており、その影響を感じる企業が年々増え
ています。

• デジタル技術の進展に対して十分な人材が確保できず、現在の人材のスキ
ルやITリテラシー※では対応が難しい企業も少なくありません。

• デジタル人材の確保と育成は、本市がDXを推進
     する上でも、非常に重要な課題となっています。

デジタル人材の不足

（出典） 情報処理推進機構（令和６年）DX動向2024

図表１ DX を推進する人材の「量」の確保（経年、日米比較）
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生成AI

• 令和４年にChatGPT※が登場して以来、生成AI※は爆発的な成長を遂げて
おり、今後もマルチモーダルAI※やAIエージェント※、大規模言語モデル※の
統合が進むことで、さらなる精度向上が期待されています。

• そのため、デジタル人材の不足が課題となる中、生成AIを業務に効果的に
活用して効率化を図ることは極めて重要です。

• しかしながら、日本では生成AIの活用が
     諸外国と比べて遅れているのが現状です。

図表２ 業務における生成AIの活用状況（メールや議事録、資料作成等の補助）

（出典） 総務省（令和６年）「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及び
          デジタル活用の動向に関する調査研究」
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マイナンバーカードの普及、活用の拡大

43.3％ 80.8％

令和４年度当初時点 令和７年１２月末時点

• 平成28年から運用を開始したマイナンバーカード※の普及が進み、保有率
が上昇しています。

• 健康保険証や運転免許証との統合が進むなど、マイナンバーカードの活用
範囲が広がっています。

医療情報の共有化により、より良い医療
を受けることが可能に

住所変更等が楽に
更新時のオンライン受講が可能に

カードの持ち歩きが不要に
いつでもどこでも手続きが可能に

※総務省HP
「マイナンバーカード交付状況について」より

保有率の上昇

運転免許証との統合

健康保険証との一体化

スマホへの電子証明書の搭載

６

（全国）

4２.４％ 8１.９％（大野城市）



国のDXに関する動向

• 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、国民生活や経済活動の維持を
目的として、それまでデジタル化が進んでいなかった分野も含め、デジタ
ル技術の活用が広がりました。

• しかし、その一方で政府や行政のデジタル化の遅れが明らかになり、国は
DXを住民サービスの向上や社会全体のデジタル化を促進するための重
要な手段として位置づけています。

• 令和２年には「自治体DX推進計画」を策定し、自治体が取り組むべき事項
や国による支援策、手順書、参考事例集などを提示し、デジタル化の推進
を後押ししています。

• また、同計画は令和７年12月に改定され、自治体におけるフロントヤード
とバックヤードのデジタル化に一体的に取り組むことを前提に、業務改革
の飛躍的推進を図っていくことが示されています。

令和３年には「デジタル社会形成基本法」が施行され、国としてデジタル
改革を進めるための基盤が整備されました。この法律は、日本におけるデ
ジタル社会の形成に関する基本理念や目標を定めるもので、施策の基本方
針、国や地方公共団体、事業者の責務、デジタル庁の設置、重点計画の策定
などが規定されています。

「デジタル社会形成基本法」に基づき、令和３年には「デジタル社会の実
現に向けた重点計画」が策定されました。この計画では、政府が迅速かつ
重点的に取り組むべき施策を明確化し、各府省庁が構造改革や個別施策
を推進する方針が示されています。
また、国内外への発信や提言を行う際の指針ともなるもので、策定後
も2度の改定を経て、施策の追加や整理・見直しが進められています。

デジタル社会形成基本法の制定

令和３年9月にはデジタル庁が創設され、行政サービスのデジタル
化やオンライン手続きの普及、政府間のデータ連携強化を目指した取
組に着手しています。
そのため、デジタル庁は、各省庁や地方自治体と連携しながら、国全
体のデジタル化を牽引する重要な役割を担っています。

デジタル社会の実現に向けた重点計画

デジタル庁の創設

以上の取組により、日本のDX推進は着実に進展しており、デジタル社会
の形成に向けた基盤が整いつつあります。
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福岡県のDXに関する動向

福岡県では日本が少子高齢化や産業衰退、大規模災害対応などの課題に直面
していることを受け、県としてデジタル技術を活用した変革を進めることで、
「世界から選ばれる福岡県」として成長を続けることを目指しています。

令和7年4月1日から、「福岡県官民データ連携基盤（非パーソナル領域）」の
運用を開始しました。データ連携基盤は自治体や企業、大学など多様な主体か
ら提供されるデータを集約し、複数のサービス間で横断的に活用し、住民向け
の新サービスの創出につなげるためのものです。
今後も、県全体のデジタル化・DXの実現に向け、利活用できるデータやサー
ビスを随時拡充していく予定となっています。

福岡県DX戦略の策定

福岡県は、令和４年度に「福岡県DX戦略」を策定し、DXを通じて県民生活の
向上と産業競争力の強化を図ってきました。
これまでの取組を基に、新たな「福岡県DX戦略（2025-2027）」を策定し、
県民が安心して暮らせる地域社会の実現を目指しています。

福岡県官民データ連携基盤の運用開始

本市においても国や県のDXに対する考え方を取り入れつつ、全庁でDX
を推進することで市民サービスの向上及び市職員の働き方改革につなげ
ていく必要があります。
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大野城市のDXにおける現状と課題

• 大野城市では市におけるDXを着実に推進するため、令和４年に「大野城市
DX推進計画」を策定し、同年度に運用を開始しました。

• 計画の中で具体的な取組を掲げ、それぞれに取組年度と数値目標を設定し、
実施することで計画期間（令和４年度～令和７年度）の間、着実に市のDXを
推進してきました。

行政手続きのオンライン申請

16
手続

682
手続

令和４年度当初時点 令和７年１２月末時点

子どもの見守り開始（令和５年度～） 高齢者の見守り開始（令和５年度～）

市役所に出向くことなく
スマートフォン等から可能な
行政手続きを順次追加しています

GPS
※
等のデジタル技術を活用することで、

地域の目とデジタル技術を合わせた見守りツールを導入しました

各種証明書の発行手数料などの支払いに
キャッシュレス決済を導入しました

図書館に行かなくても
スマートフォンやタブレットで閲覧可能な
電子図書館のサービスを開始しました

ICT（情報通信技術）を活用した見守り

支払いのキャッシュレス化 「しあわせ電子図書館」の提供開始

計画に基づき推進した主な取組

（令和５年度～）

・市役所1階窓口
・地域行政センター窓口
（コミュニティセンター内）
・住民票などの各種証明書の
オンライン申請など

９

オンライン申請公開数（累計）（令和３年度～）

（令和４年度～）



• 導入を行った一部サービスにおいて利用率が極めて低くなっており、効
果的なデジタル技術の活用ができていない。

• 各種システム導入などに伴い、増大するIT資産※の管理が煩雑になって
おり、効率的なシステムの運用につながっていない。

• 庁内の情報を効率的に共有する仕組みが整備されておらず、事務引継
ぎ等に多大な時間を要している。

業務連絡にチャットツールを用いることで
市職員間のコミュニケーションがスムーズになりました

資料作成などの一部業務にAIを導入することで
業務の効率化を図りました

職員自らが業務アプリを作成できるツールを導入し、データの集約や
入力をしやすくすることで、定型的な業務の効率化を図りました

庁内チャットツールの導入

文章生成AIの活用

ノーコードツール※の導入

その他にDXの推進に取り組んだもの

新たに取り組むべき課題

市のDXに関する取組を着実に推進できた一方で、取組を進める上での新た
な問題や、まだデジタル化が完了しておらず業務の効率化を図ることができ
ていないなどの問題が生じています。

問題

１０

（令和６年度～）

（令和６年度～）

（令和６年度～）

市民サービスの向上を図るとともに行政内部の事務を効率化し、持続的な
DXの推進を図る必要があります。



前計画の振り返り

前計画は、大野城市総合計画の下位計画として位置づけ、本市のDXを着実
に推進していくために本市が目指すデジタル化に関する基本方針と具体的な
取組を行動計画（アクションプラン）として取りまとめたもの。

実施計画／IT推進計画
具体的取組

デジタル田園都市国家構想交付金※や自治体デジタル化推進基金※を活用し、
計画された全取組に着手しており、遅滞なくDX推進に取り組んできました。

前計画の概要 計画期間：令和４年度～令和７年度

取組の状況

達成
（計画値を達成した取組）

未達成
（計画値との差がある取組）

基本方針Ⅰ 全１６取組中 13取組 3取組

基本方針Ⅱ 全14取組中 11取組 3取組

個別計画

連携

DX推進計画

総合計画
（基本計画）

基本方針Ⅰ

市民の暮らしを豊かにするスマートシティの実現

基本方針Ⅱ

行政運営の高度化・効率化の推進

目指す姿

誰もがデジタル化の恩恵を受けられる都市

取組の推進

実現

１１

（令和６年度末時点）



ITを活用した取組を行った
ものの、利用の拡大が図れず、
利用者の利便性向上に結び
付いていないものがある。

SNS ※を活用した情報発信に関連す
る取組の成果が低調となっており、
まどかマップ※やオープンデータ※の
拡充も進んでいない。

AI-OCR※、RPA※の活用による業
務効率化について、一部業務では活
用は進んでいるが、十分な業務効率
化につながっていない。

テレワークの環境構築と労務関係の
調整が進んでおらず、多様な働き方
に対応できていない。

サービスの利用拡大 情報発信

業務効率化 柔軟な働き方

市民の暮らしを豊かにするスマートシティの実現

行政運営の高度化・効率化の推進

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

• 利用率が低い現在の「書かない窓口※」の刷新を行い、誰もが利用できるサー
ビスとして提供する。

• LINEなどのSNSを活用した情報発信を拡充するとともに、ホームページの
     リニューアルやデジタルサイネージ（電子案内表示）による情報発信など
     情報発信力を強化する。

• RPAは専門的知識が必要であり、業務への活用が限定的となっているが、
引き続きその利点を活かしながら、今後は、生成AIやノーコードツールを

     併用することで、さらなる業務効率化を図る。

• 市職員の多様な働き方の実現に向けて、テレワークを実施できる環境の
     構築を進めるとともに、労務上の整理を行う。

取組の内容に課題があるもの（計画値未達成の取組）について、以下のとお
り整理を行いました。

課題 課題

課題 課題

取組の内容に課題があるもの

1２



取組における課題に加え、市職員のITリテラシーの低さが計画を推進する上
での課題となっているため、市職員のDXに対する意識醸成を進める必要があ
ります。

さらにデジタル技術は日進月歩であり、計画期間中に新たな技術の台頭も想
定されます。新たなデジタル技術も積極的に業務に取り入れることができるよ
う柔軟に対応できる計画の構成とする必要があります。

DXに係る将来像（ビジョン）を設定し、計画に基づいた取組を推進する
ことで第6次大野城市総合計画（基本計画）の目指す姿を実現する。

具体的な取組テーマを設定し、計画期間中に生じた新たなDXに関する
取組についても各取組テーマのもとで実施できるようにすることで、デ
ジタル技術の発展に柔軟に対応できる計画の構成とする。

国のDX推進計画をふまえ、フロントヤード・バックヤード改革を重点的
に進める。

前計画における課題

次期計画の方向性

市職員に対して実施した情報セキュリティに関するアンケート結果
情報セキュリティに関する理解度 ： 82.1％（計画期間中平均）
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計画の概要

本計画における各取組を実施することで実現したい大野城市のDXに係る
将来像（ビジョン）を以下のとおり定めました。

DXに係る将来像（ビジョン）

「まちにもっと、ひとにもっと ～デジタルがひらく新時代～」

AI・RPAをはじめとした最新のデジタル技術などを利用することで、更
なる業務の高度化・効率化を図り、多様な働き方を実現するネットワーク
環境のもと、行政事務のDX（デジタル・トランスフォーメーション）を強力
に推進します。

取組１

取組２

すべての市民が豊かに安心して暮らすことができるよう、行政手続のオ
ンライン化や地域・産業のデジタル化など、時代が要請する行政サービス
を提供し、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるスマートシティの実現を
目指します。

令和６年３月に策定した第６次大野城市総合計画 後期基本計画「自治体経営
方針 方針７ 自治体DXの推進」における目指す姿は「デジタル技術により行政
の機能・サービスが高度化・効率化されている」となっています。
また、総合計画（基本計画）では今後取り組むこととして以下の２つが挙げら
れており、２つの取組を着実に実行することでビジョンを実現します。

1４

「市民の暮らしを豊かにするスマートシティの実現」

「行政運営の高度化・効率化の推進」

大野城市DX推進計画 ー第２期ー 計画期間：5年間（令和８年度～令和12年度）



２

１

６つの具体的な取組テーマを設定し、テーマごとに設けた目標値を達成すべ
く各取組を実施することで、市のDXを着実に推進します。また、今後のデジタ
ル技術の発展により生じた新たな取組についても、各テーマのもとで実施で
きるようにすることで、計画の柔軟性を高めます。

具体的な取組テーマ

DXに係る将来像（ビジョン）

「まちにもっと、ひとにもっと ～デジタルがひらく新時代～」

全体像（イメージ）

窓口サービス等のDXと利用者の利便性向上

行政業務のデジタル化と業務の効率化

職員の働き方改革と柔軟な勤務環境の実現

データ利活用と技術の活用促進

セキュリティ対策の強化と運用の高度化

人材育成とDX推進の専門的能力の向上

総合計画
（基本計画）

「デジタル技術により行政の機能・サービスが高度化・効率化されている」

３

４

５

６

大野城市
DX推進計画
ー第２期ー

目指す姿

「行政運営の高度化・効率化の推進」

取組２

「市民の暮らしを豊かにする
スマートシティの実現」

取組１

実現

推進

取
組

テーマ １

取
組

取
組

取
組

テーマ 2

取
組

取
組

取
組

テーマ 3

取
組

取
組

取
組

テーマ 4

取
組

取
組

取
組

テーマ 5

取
組

取
組

取
組

テーマ 6

取
組

取
組
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テーマ1 窓口サービス等のDXと利用者の利便性向上

市役所への来庁が不要な手続きの拡大・環境整備

• 市役所窓口でしか手続きできないものが多い

• 手続きを行うために市役所の開庁時間に合わせて窓口へ向
かう必要があるうえに、移動時間や窓口における待ち時間な
ど多くの時間を要している

• 市役所窓口で手続きを行う際、申請書やチェックシートなどへ
手書きを要する場面が多く、記入が大変であり手間である

• 公民館等の公共施設に利用者が自由に利用できるインター
ネットが整備されていないため、活動の幅が制約されている

概要

窓口滞在時間の短縮・手続きの簡素化

目指す姿

Before

• ２４時間いつでもどこでも申請可能なオンライン手続きを拡
充し、「行かない窓口」を実現する

• マイナンバーカードなどの本人確認書類を用いることで申請
書類を自動的に作成できる

• 手書きを要する書類を極力なくすとともに、申請者が記入を
せずに手続きができる

• 公共施設にインターネット回線を敷設し、利用用途を拡大する
ことで、利用者の利便性向上と活動の活性化を実現する

1６
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向
上

公共施設へのインターネット回線の敷設



活用できるデジタル技術と取組

「行かない窓口」の拡充

令和３年度から開始しているオンライン申請をさらに推進し手続き数を拡充する

自治体フロントヤード改革推進手順書※に基づき市民との接点を効率化する

「書かない窓口」の刷新

オンラインで入力した申請内容を二次元コード化し、
市役所窓口のタブレットで読み取ることで申請書を
印刷する従来の方法は廃止

手書き不要

本人確認書類から申請書を作成

⚫ オンライン申請はこれまで市役所の窓口や書面で
行っていた申請や届出などの行政手続きが、イン
ターネットを通じてオンラインで完結できる仕組
みです

⚫ 市民は時間や場所にとらわれず手続きができ、利
便性の向上が期待できます

⚫ マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認
書類を用いて申請書を自動で作成するサービスを
導入します

⚫ 手続きにかかる時間が短縮され、申請書の記入負
担が大幅に軽減されることから、特に手書きが苦
手な方や高齢者、障がいのある方にとって大きな
メリットがあります

保育所の入所申請、転出証明書の発行などの手続きを新たに追加予定

テ
ー
マ
1

窓
口
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ー
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ス
等
の
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と
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用
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上
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オンライン申請の利用満足度

90％

スケジュール

目標値（令和１２年度末時点）

「書かない窓口」の運用

「行かない窓口」の運用

「書かない窓口」の導入率

70％

更改・導入

手続き数の拡充

オンライン申請利用後
アンケートの結果より

窓口の手続きにおいて
「書かない窓口」を利用できる割合

テーマに対するその他の取組（一例）

窓口における手書きによる申請を廃止し、申請情報をデータで扱うことで業
務の効率化につなげる

市役所窓口への申請用タブレット端末の設置

窓口用ディスプレイ型翻訳ツールの導入

視覚的に会話の内容が表示されるツールを導入し、日本語が不自由な方や
耳が不自由な方でも円滑な意思疎通ができる環境を整える

運用
（新システム）

R8 R9 R10 R11 R12

1８

運用
（旧システム）

現状値
２１．３％

現状値
８５．４％

（令和６年度）
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テーマ２ 行政業務のデジタル化と業務の効率化

デジタル技術を活用した行政手続きを
より合理的に進められる仕組みの構築

• 市役所からの通知物は依然として紙によるものが大半を占め
ており、市民がデジタル化の恩恵を受けることができていな
い

• 行政業務へのデジタル技術の導入が遅れており、従来の手順
などに依存した業務を継続している

概要

目指す姿

Before

• 「市役所からの通知物をオンラインで受け取る」 、「生成AIを
活用した行政手続きの案内を受ける」など、市民が最新のデ
ジタル技術の恩恵を受けることができる

• 最新のデジタル技術を積極的に活用し業務の効率化を図るこ
とで、行政事務が最適化されている

デジタル技術を活用した業務の効率化

テ
ー
マ
２
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通知物のデジタル化

⚫ マイナンバーカードと連携し、市民がスマートフォン上で
市役所からの通知物など重要なお知らせを受け取れる
サービスを導入します

⚫ 郵送物を外出先や旅行中でもスマートフォンで確認でき、
紛失の心配がありません

⚫ 郵送コストの削減や市職員の業務負担軽減、送付状況
の一元管理が可能です

活用できるデジタル技術と取組

マイナンバーカードを活用し、本人に確実に届くデジタル郵便システムを導入する

生成AIの活用拡大

⚫ 令和６年度に文章生成AIを導入し、資料の作成・要
約などの文書作成業務において全庁的な活用を
行っています

⚫ 文章生成AIのさらなる活用により、文書作成の効
率化を図ることで、職員の業務負担を軽減します

精度が飛躍的に向上している生成AIを行政サービスや業務に積極的に活用する

２０
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20種類

通知物のデジタル化実績 業務への生成AIの活用実績

10回

スケジュール

目標値（令和１２年度末時点）

テーマに対するその他の取組（一例）

音声文字起こしシステムの活用

会議等の音声を文字に起こし、AIで自動的に議事録の作成や要約ができる
システムの活用をさらに広げる

通知物のデジタル化

生成AIの活用

導入 運用

文章生成AIの活用拡大

デジタル化に対応した
通知の種類

職員１人あたりの
生成AI利用回数
（1か月あたり）

AIチャットボットの導入

市政に関する質問への回答や、行政手続きの案内をテキストにより自動的に
行うAIチャットボットを市のホームページ上に導入する

導入に向けた準備

R8 R9 R10 R11 R12

テ
ー
マ
２

行
政
業
務
の
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化
と
業
務
の
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率
化

２１

現状値
約５回

現状値
０種類



デジタル技術を活用した職員の働き方の改善

• 会議などの業務において紙を使用する場面が多く、その資料
の印刷に多大な時間とコストを割いている

• 業務上必要なOA機器類に不足があり、円滑な事務の妨げに
なっている

• システム間のデータ連携ができないことにより手作業が発生
するなど、デジタル技術を適切に活用できておらず業務が非
効率になっている

• 出張時など庁舎外において業務を行う際に庁内のシステムを
使用できる環境が整っておらず、柔軟な働き方ができない

概要

目指す姿

Before

• 会議における資料をタブレット端末で共有するなど、不要な
紙の印刷を行わない

• 業務を円滑に遂行するために必要なOA機器類が十分に設置
されている

• 業務の効率化を考慮したシステムの調達・構成に努めること
で、事務を省力化し、業務量の削減ができている

• 庁舎外においてテレワークを行うことができる環境が整備さ
れており、社会の変化に柔軟に対応できている

時代に即した勤務環境の整備

テーマ３ 職員の働き方改革と柔軟な勤務環境の実現

2２
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ペーパーレス会議システムの導入

⚫ ペーパーレス会議システムとは、紙の資料を電子化し、
パソコンやタブレット上で共有・閲覧しながら会議を行う
ためのシステムです

⚫ 印刷コストや資料配布の手間を削減するだけでなく、画
面同期や書き込み機能などで会議の効率を高めること
ができます

活用できるデジタル技術と取組

会議や研修などの場面において紙を印刷することなく、
タブレットを用いて資料を共有するシステムを導入する

⚫ 人事給与システムとは、職員の人事情報の管理や
給与計算を統合的に行うシステムです

⚫ 年末調整などの各種届出をオンライン化できる
システムを導入することで、職員の負担軽減を図
るとともに、提出書類のデータ化による業務の効
率化などの効果が期待できます

⚫ 人事評価結果をシステムで自動的に給与へ反映
することで、評価に連動した円滑な給与処理が実
現します

人事給与システムの更改

年末調整など各種書類の届出をオンライン化するとともに、
人事評価と連動した円滑な給与支給が可能なシステムを構築する

テ
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8,000,000
枚

紙資料の削減 職員の時間外勤務の削減

165.8
時間

スケジュール

目標値（令和１２年度末時点）

テーマに対するその他の取組（一例）

テレワークが可能な環境の構築

労務管理の方法をテレワークに適応させるために見直すとともに、
テレワークが可能な環境を構築することで、職員の柔軟な働き方を実現する

ペーパーレス会議システム

人事給与システム

導入 導入（議会） 運用

運用システム更改

紙資料の印刷枚数（年間） 職員１人あたりの
時間外勤務実績（年間）

更改に向けた準備

ビデオ会議システムの導入

庁内において自席からでも会議や研修に参加できるシステムを導入し、
会議場所の確保や移動に係る時間を削減する

グループウェアの更改

グループウェア※をより利用しやすいシステムに更改するとともに、
庁外においてもスケジュールを確認できる仕組みを構築する

R8 R9 R10 R11 R12

2４

現状値
8,534,502枚
（令和６年度）

現状値
207.2時間
（令和６年度）
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データの可用性の向上と利活用の促進

• 全庁で共有可能なデータの一元管理が不十分であり、データ
を十分に活用できていない

庁内のデータを一元管理し、必要に応じていつでも活用できるようにすること
で、データの利活用を促進し業務の効率化を図る

概要

活用できるデジタル技術と取組

目指す姿

Before

• 全庁で必要なデータを共有し、一元管理するシステムを運用
することで、情報共有が効率化され、データの活用の幅が広
がる

• 最新のデジタル技術を活用し、データの適切な活用を推進す
ることで業務の効率化を図ることができている

ノーコードツールの活用拡大

GIS※公開情報の整理と拡充

庁内の地図データの共有方法について整理を行い、公開する地図情報の拡
充を行う

最新のデジタル技術の積極的な活用

テーマ４ データ利活用と技術の活用促進

テ
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34,200件

GISの活用 オープンデータの活用

8,100件

スケジュール

目標値（令和１２年度末時点）

テーマに対するその他の取組（一例）

RAG※機能を搭載したFAQ（よくある質問）システムを導入し、庁内間の問合せ
業務を削減する

庁内FAQシステムの導入

オープンデータの拡充

他自治体の公開データを参考に、不足している情報の公開を進める

ノーコードツール

GIS

一元管理するデータの拡充

公開する情報の拡充

まどかマップへの
アクセス件数（年間）

オープンデータへの
アクセス件数（年間）

R8 R9 R10 R11 R12

2６

現状値
28,461件
（令和６年度）

現状値
６，２３２件
（令和６年度）
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• 外部からのサイバー攻撃に対するセキュリティ対策は実施し
ているものの、攻撃を即時検知する仕組みが整っておらず、
システム障害等の発生に気付くまでに時間を要する状況と
なっている

庁内のIT資産（パソコン、ネットワーク機器など）を網羅的に管理し、
情報セキュリティの強化を図ることが可能なシステムを導入する

概要

活用できるデジタル技術と取組

目指す姿

Before

• 巧妙化するサイバー攻撃に対応できる万全のセキュリティ対
策が講じられている

• 庁内で使用するパソコンやネットワーク機器などを常時監視し、
システム障害等が発生した場合に早急に対応できる仕組みが
構築できている

IT資産管理システムの導入

情報保護とシステム安全性の確保

テーマ５ セキュリティ対策の強化と運用の高度化

⚫ IT資産管理システムとは、保有するIT資産の情報を網羅的
に管理するシステムです

⚫ 誰が、いつ、どこで、どのように利用しているかを一元的に
把握することで資産の可視化が実現できます

⚫ 資産利用状況の把握によるコスト削減や、セキュリティ対策
の効率化により、セキュリティリスクの低減やコンプライア
ンス遵守を促進します
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０件

サイバー攻撃による被害件数 情報漏えい発生件数
（デジタル技術により対策可能なもの）

０件

スケジュール

目標値（令和１２年度末時点）

テーマに対するその他の取組（一例）

業務に直結する庁内ネットワークの適切な保守を行い、システム障害発生時
に迅速に事態を把握するとともに、専門的な知識による適切な対応を取る
ことができる体制を確保する

庁内ネットワークの適切な保守

ゼロトラストセキュリティ※を基にした対策

庁外だけでなく、庁内のネットワークも安全でないという考えを前提に庁内
のネットワークの構築・運用を行う

ＩＴ資産管理システム
導入 運用

ネットワーク監視装置
導入 ネットワーク機器の適切な更新・保守

R8 R9 R10 R11 R12

2８

現状値
０件（年間）

現状値
約１件（年間）

（令和４～６年度平均）

サイバー攻撃による被害件数（年間） 情報漏えい発生件数（年間）
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• 職員のDXに関する知識が十分に浸透しておらず、理解が深
まっていないため、DXの観点からの業務改革につながってい
ない

• システム等の導入が単なるツールの導入にとどまり、真のデジ
タル技術の活用に至っていない

ITに関する専門的な知識を有するDX専門人材を配置し、庁内のDXに対して
専門的な見地からアドバイスや業務支援を受ける

概要

活用できるデジタル技術と取組

目指す姿

Before

• 職員研修などを活用し、DXの理念理解を深めるとともに、職
員が付加価値の創出を目指した真のDXに取り組んでいる

DX専門人材の配置

職員研修の開催

DXの考え方や推進手法について外部の講師を招き、職員に対する研修を行う

職員のDXに対する意識の醸成

テーマ６ 人材育成とDX推進の専門的能力の向上

テ
ー
マ
６

人
材
育
成
と
Ｄ
Ｘ
推
進
の
専
門
的
能
力
の
向
上
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90％

職員のDX関連研修の理解度 DXへの理解度

90％

スケジュール

目標値（令和１２年度末時点）

R8 R9 R10 R11 R12

職員研修の開催

研修受講者へのアンケートの結果より

テーマに対するその他の取組（一例）

職員に対して随時操作研修を行い、業務に必要なシステムやツールの習熟を
促すことで、デジタル技術のさらなる活用を進める

各庁内システムの操作研修の実施

DX推進員会議の開催

随時開催

年２回程度開催

各課に配置されたDX推進員を活用して組織全体でDX推進に取り組む意識
を醸成するとともに、年2回程度のDX推進員会議で研修を実施し、DXへの
理解を深めながら様々な取組を進める

DX推進員会議の開催

３０

職員へのアンケートの結果より

現状値
なし

現状値
なし

テ
ー
マ
６

人
材
育
成
と
Ｄ
Ｘ
推
進
の
専
門
的
能
力
の
向
上



計画の推進体制・進捗管理

• 目標値の達成状況を随時確認しながら、各取組を計画的に進めることで、総合計画
（基本計画）が目指す姿とDXに係る将来像（ビジョン）の実現を目指します。

計画の推進体制

新たな技術等への対応

計画の進捗管理

• 本計画の進捗管理については、デジタル推進課が中心となり、各課に配置したDX推進
員と連携をしながら、計画に基づいた各取組を着実に推進します。

• さらに、DX専門人材も積極的に活用し、各取組に対する専門的なアドバイスや運用支援
を行うことで、計画の質をより一層向上させます。

• DXに関連する新たな取組や技術が必要となった場合には、関係者と連携しながら適宜
検討を行い、本計画の中で柔軟に対応します。

• また、DXの推進においては、急速に進歩するデジタル技術や社会情勢、国及び地方自治
体の施策の動向を随時注視し、必要に応じて最新の技術や取組を積極的に採用し対応す
ることで、計画の実効性を高めます。

ＤＸ推進員

Ｄ
Ｘ
に
係
る
将
来
像
（ビ
ジ
ョ
ン
）

「ま
ち
に
も
っ
と
、
ひ
と
に
も
っ
と

～
デ
ジ
タ
ル
が
ひ
ら
く
新
時
代
～
」

各課に配置

ＤＸ推進員

ＤＸ推進員

ＤＸ推進員

デジタル推進課

DX推進計画

新たな技術を
活用した取組など

総
合
計
画
（基
本
計
画
）

目
指
す
姿

「デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
り
行
政
の
機
能
・

サ
ー
ビ
ス
が
高
度
化
・効
率
化
さ
れ
て
い
る
」

達成

テ
ー
マ
ご
と
の
取
組

各
テ
ー
マ
の
目
標
値

推進 達成 実現

DX専門人材

助言・支援

各課・DX推進員と協力

積極的に採用

３１
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